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中
小
企
業
向
け
補
助
金
制
度
を
新
設

新
・
増
設
へ
の
再
投
資
を
支
援
し
ま
す

❖
条
件

◦
名
称
は「
漆
田

保
育
園
」と
し
、

５
年
間
は
変
更

不
可

◦
移
管
ま
で
の
間
に
、保
護
者
の
意
見･

要

望
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、保
護
者
・
市
・

移
管
法
人
の
三
者
に
よ
る
話
し
合
い
の

場
を
設
け
、地
域
に
根
ざ
し
た
運
営
が

行
わ
れ
る
よ
う
定
期
的
に
意
見
交
換
を

実
施

◦
給
食
は
、市
給
食
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
外

部
搬
入（
た
だ
し
、３
歳
未
満
児
は
施
設

内
で
調
理
）

※
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

今
後
は
、選
定
委
員
会
で
、応
募
者
の
審

査
を
行
い
、市
で
移
管
法
人
を
決
定
し
ま

す
。決
定
後
は
、広
報
た
は
ら
な
ど
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
子
育
て
支
援
課

23
局
３
５
１
３　
　

　

http://w
w
w
.city.tahara.aichi.jp/

長
年
市
内
に
立
地
す
る
事
業
所
の
新

設
ま
た
は
増
設
な
ど
の
再
投
資
を

支
援
す
る
た
め
、「
田
原
市
内
企
業
再
投
資

促
進
補
助
金
制
度
」を
新
設
し
ま
し
た
。

▪
補
助
金
制
度
の
概
要

❖
対
象
事
業
者

◦
市
内
に
20
年
以
上
立
地
す
る
工
場
な
ど

を
有
す
る
企
業
で
、そ
の
新
・
増
設
な
ど

を
行
う
中
小
企
業
　

❖
対
象
分
野

◦
次
世
代
自
動
車
関
連（
自
動
車
関
連
含

む
）、航
空
宇
宙
関
連
、環
境
・
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
関
連
、健
康
長
寿
関
連
、情
報
通
信

関
連
、ロ
ボ
ッ
ト
関
連
、東
三
河
地
域
基

本
計
画
の

指
定
集
積

業
務（
輸
送

機
械
関
連

産
業
、機
械

関
連
、農
商

工
連
携
関

連
産
業
）な

ど

❖
交
付
要
件

❖
対
象
経
費

◦
固
定
資
産
取
得
費
用（
土
地
代
を
除
く
）

❖
申
請
時
期

◦
工
事
着
工
の
30
日
前
ま
で
に
、
事
業
認

定
申
請
が
必
要

❖
申
請
期
間

◦
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

▼
企
業
立
地
推
進
室

23
局
３
５
４
９

▼
商
工
観
光
課

23
局
３
５
２
２

1
投
資
規
模
１
億
円
以
上

◦
補
助
率
＝
10
％
以
内
（
う
ち
県
支
援

分
５
％
）

◦
限
度
額
＝
10
億
円
（
う
ち
県
支
援
分

５
億
円
）

◦
常
用
雇
用
者
＝
10
人
以
上
（
25
人
未

満
は
県
支
援
分
な
し
）　

2
投
資
規
模
５
千
万
円
以
上
１
億
円
未
満

◦
補
助
率
＝
５
％
以
内
（
市
補
助
の
み
）

◦
限
度
額
＝
５
０
０
万
円（
市
補
助
の
み
）

◦
常
用
雇
用
者
＝
10
人
以
上
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●中小企業の集まる市街地周辺

平
成
26
年
４
月
１
日
の
漆
田
保
育
園

の
民
営
化
に
向
け
て
、次
の
と
お

り
移
管
法
人
の
募
集
を
始
め
ま
す
。

▪
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◦
応
募
書
類
の
受
付

７
月
23
日
月
～
30
日
月

◦
審
査（
書
類
・
保
育
現
場
・
面
接
な
ど
）	

８
月
初
旬
～
10
月
末
ご
ろ

◦
移
管
法
人
の
決
定
・
通
知
・
公
表	

11
月
中
旬
ご
ろ

◦
引
継
ぎ
期
間
中
に
お
け
る
合
同
保
育	

平
成
25
年
４
月
～
平
成
26
年
３
月

※
募
集
要
項
な
ど
は
、子
育
て
支
援
課
で

配
布
す
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
応
募
件
数
お
よ
び
審
査
の
状
況
に
よ

り
、変
更
す
る
場
合
あ
り
。

▪
募
集
の
概
要

❖
資
格

◦
４
月
１
日
現
在
、三
河
地
域
内
で
認
可
保

育
所
、幼
稚
園
、認
定
こ
ど
も
園
の
い
ず

れ
か
を
、10
年
以
上
継
続
し
て
運
営
し
て

い
る
社
会
福
祉
法
人
ま
た
は
学
校
法
人

漆
田
保
育
園
の
民
営
化
に
向
け
て

移
管
法
人
の
募
集
を
始
め
ま
す
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